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導⼊
• 近年、聴覚障害の子供達の治療介入と教育は劇的に
変化している。

→新生児の聴覚検査は今日では公共の取り組みとな
り、蝸牛のインプラント（人工内耳）はより聴覚情
報を提供するようになった。

1975年に施行されたアメリカの全障害児教育法では、
ＩＥＰ（個別の教育計画）を保護者とともに策定す
ることが義務付けられたが、それは「最も制約の少
ない環境（ＬＲＥ）」、すなわち通常学級での教育
を可能にするためのものであった。



導⼊
• IDEAが国会にて１９９７年に施行されて以来、
２００３年には、聴覚障害をもつ生徒は今日、
より頻繁に通常学級にいくことが増えた。

• →しかし、教育者は聴覚障害の生徒たちのため
の読解能力向上が完全にはうまくいっていない。

（連邦議会では、口話教育が「惨めな失敗」であ
ると記述した口話による聾教育に関する1965年
「Babbidge Report」を公表。）



導⼊
• Traxler（2000）は新しい教育方法や治療方法
にも関わらず、アメリカの聴覚障害児童の半数

が高校卒業時点で小学校4 年生以下の言語能力し
かないことを報告した。

アメリカ・コロラド州のヨシナガ－イタノが研究
した論文（1999年）には、新生児期に発見し、
６ヶ月までに介入をすれば３歳の時の言語発達
が正常児に近いという発表。



導⼊
• Johnsonによる２００１～２００５年の調査（9
歳から16歳を対象に聴覚障害者読解力テストの
結果

• 不満足なスコアの子供が、４０％から３２％へ
低下し、不完全な熟練度の子供達は、２８％か
ら３０％へ増加したにも関わらず、読解熟練ス
コアは２２％から３１％増加した。ごくわずか
２％の子供達は発展したカテゴリーのスコアを
だした。



（Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラム
• 難聴(HL)は年間出生児1,000人あたり1－3人に
認められ、診断されず放置した場合には発育遅
延となる。Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラムは乳児HLの早期
発見を推進している。



（Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラム
• このプログラムでは生後1ヶ月前に聴覚スクリーニ
ングを行い、通過しなかった場合生後3ヶ月前に聴
覚評価を実施、HLと診断した場合は生後6ヶ月前に
早期介入を実施する(1-3-6プランである)。

• State Health and Welfare AgenciesとCDCは1999－
2001年のデータを収集、分析した。1999年は22州/
地域の新生児1,433,780名中660,639名(46.1%)がス
クリーニングを受け、うち8州/地域の8,145名中
4,221名(51.8%)に聴覚評価が行われた。



（Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラム
• 2000年は46州/地域の2,872,869名中1,496,014名

(52.1%)がスクリーニングを受けた。また、2001年
は52州/地域の3,232,014名中2,115,869名(65.4%)に
スクリーニングが行われ、うち40州/地域の21,377
名中11,901名(55.7%)に聴覚評価が実施された。

• 1999、2001年ともに結果を報告した21州/地域では、
2001年のスクリーニング施行例数が1999年に比べ
35%増加しており、10州/地域における聴覚評価施
行率は4.0%から2.0%に減少した。HLと診断された
乳児は1999年179名、2001年1,354名で、それぞれ
108名、879名が早期介入プログラムに登録された。



（Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラム
• 1999～2004年と 2005～2007年でデータの報告
および収集の方法が異なっていたが、新生児・
乳児の聴覚障害スクリーニング率は1999年(22
州+準州)の 46.5%から2007年(47州+準州)には
97.0%に増加した。



（Early Hearing Detection and 
Intervention(EHDI)プログラム
• スクリーニングで異常が発見されたが、追跡調査に
失敗した乳児(診断や介入サービスを受けなかった
場合、あるいはサービスを受けたがEHDIプログラ
ムに結果を報告しなかった場合)の割合は、CDCが
初めてデータを収集した2005 年(44州+準州)の
64.0%から2007年(44州+準州)には46.1%に低下し
た。

• 21州では、聴覚障害と診断された乳児の数が2001年
の 1,736例から2007年には2,212例へと約500例増加
した。以上の所見は、EHDIプログラムにおける聴
覚障害のスクリーニング・評価・介入・報告の目標
達成に向けた進展を示した。



（Gallaudet Reseach Institute 2005)

• 約２００万人の聴覚障害をもつ学生の疾患図の
調査の結果

ごく軽度の聴覚障害 １７．１％

軽度の聴覚障害 １２．４％

中等度の聴覚障害 １３．４％

中難度から高度の聴覚障害１２．２％

高度聴覚障害１５．０％

重度聴覚障害２９．９％



（Gallaudet Reseach Institute 2005)

• 約２００万人の聴覚障害をもつ学生の疾患図の
調査の結果（カテゴライズ）

• 遺伝性聴覚障害 ２２．７％

• 妊娠時の問題からの障害 １２．０％

• 生後の病気・怪我からの障害１５．２％
• 原因不明 ５３．７％



早期発⾒の重要性
• 早期発見・早期教育がもたらす影響
• 新しい世代の聴覚障害児は、
• ①出生時または出生直後に発見されることができる
• ②補聴器・人工内耳を早期に装用できる。
• ③教育聴覚，早期教育担当者から適切な支援・指導を
受けられるようになってきている。この結果、言語発達
などの発達指標は障害を持たない子どもの群と同様とな
りつつある。
よって、積極的な早期治療介入・教育が必要である。

•



早期発⾒の重要性
• ヨシナガイタノ (1998)の聴覚障害児31～36ヶ月児の平均言語発達指数を発
見時期によって比較しているが，ここでも早期発見の有用性が示されてい
る。

•

新生児スクリーニングにより出生直後に聴覚障害が発見され，両側高度感
音性難聴との診断を受けた。その後，生後３ヶ月から補聴器装用と早期教
育を開始した。

• 整った家族支援体制の下で養育され，３歳時での評価では，言語理解・言
語表出のスキルは年齢相応であり，誤りがあるものの注意して聴けば聴き
取れる発音を獲得し，認知発達などの発達指標は正常という結果を得た。
補聴器を常時両耳装用し，家庭ではＦＭシステムを利用している。

• 視覚的なヒントを補うことで相手の発話をほぼ理解できる聴取力を身に付
けている。



IDEA、IEP、IFSP
• IDEAは「Individuals with Disabilities Education Act（障害をもつ個人のための教育
法）」を意味し、０～21歳の障害をもつ個人の教育について定めた連邦法であり、もとも
と、1975年に「Education for All Handicapped Children Act（全ての障害児のための教育
法）」という名称で始まった。
IDEAには二つの根本的な考え方がある。

• 一つはFAPE「Free Appropriate Public Education（無償かつ適切な公的教育）」。
• IDEAには、障害をもつ子供には、個々のニーズに応じて考えられた適切な教育を、公的
に無償で受けられる権利があるという考えが根底にある。

もう一つは、LRE「Least Restrictive Environment（制限が最小限の環境）」と呼ばれる
考え方。

• IDEAでは、障害をもつ子供も可能な限り、障害のない子供と同様に教育されるべきであ
るとされている。つまり、障害をもつ生徒の教育の場を決める際、初めから特殊教育の環
境ではなく、まず普通教育の環境に入れることを考えるべきだということ。そして生徒の
障害、ニーズ、能力などを考慮した結果、普通教育では生徒がその恩恵を受けられないと
判断された場合にのみ、特殊教育に入れるという考えがある。



IDEA、IEP、IFSP
• IEP「Individualized Education Program（個別教育計画）」とは、障害を
もつ生徒の個々のニーズに応じて作成される教育計画である。

•
早期介入サービスは、０～３歳児の障害をもつ子供、あるいは障害をもつ
可能性のある子供に提供され、早期から取り組むことで、少しでも障害の
程度や将来の困難を軽減しようという意味合いがある。

早期介入サービスでは、IEPではなくIFSP「Individualized Family Service 
Plan（個別家族サービス計画）」が使われる。

• IEPと同様に個別に作成されるが、IEPが生徒個人のニーズに基づくのに比
べ、IFSPは家族のニーズを重視するのが特色です。そして早期介入サービ
スを提供するのは学校機関に限らない。病院や非営利・営利団体など様々
な機関が提供している点が、３～21歳の学校教育と異なる。

•



コロラド州の取り組み
• コロラド州では、学生の聴覚障害者の教育の改
善取り組みを主張した。

１、教育サービスは、理解しやすいコミュニケー
ションであるべきだ。

聴覚障害者は、異なったニーズと能力を持ってい
る。教育の場所の基本として、聴覚と言葉の情
報を組み合わせたすべてのコミュニケーション
が理解しやすいようにならなければならない。



コロラド州の取り組み
• コロラド州では、学生の聴覚障害者の教育の改善取
り組みを主張した。

２、地域中心の聴覚障害者へのプログラムは、連続
したサービスである必要性がある。

３、聴覚障害者の生徒とトレーニングを行うサポー
ト要員が必要である。（子供たちのコミュニケー
ション能力を発展させるための専門家、最先端の研
究を行う教授、言語訓練士、聴覚訓練士、聴覚障害
をもつ教師）



⼤⼈世代向けの聴能学によるリハビリ
• １、聴能学によるリハビリ
話すスキル、発声スキルと話し言葉の読解スキル
の指導

・専門家の責任

聴覚訓練士によるリハビリ、言語病理学者、聴覚
障害の教師、アシスタント



⼤⼈世代向けの聴能学によるリハビリ
• ２、発展・学術的な講習

教育、モニターの進歩

学術的な調査

専門家の責任

聴覚障害の教師、手話通訳者、教授



⼤⼈世代向けの聴能学によるリハビリ
３、教室の音響

室内の音響特性を調査し、理想的な状態へ調整す
る。

専門家の責任

聴覚訓練士



聴覚障害発⾒の両親ニーズ
• ［Luterman & Kurtzer-White(2000)］では、聴覚障害児を持つ両親に対して，聴覚障害発見当時を振り
返りながら，答えてもらう５問題で構成されている。

• 質問１では，「あなたの赤ちゃんが生まれたときに聞こえていないと言うことを知りたかったです
か？」

• 回答は「はい」が８３％，「いいえ」が１７％であった。「はい」の主な理由は「教育が早く始められ
たから」であり，「いいえ」の主な理由は「親子関係の成立に影響を与えたかもしれない」という回答
であった。

• 質問２は「出産直後での指摘ではないとすると、いつが望まれた？」という問であった。この問に対し
ては，「６カ月から１歳までの間」という回答が最も多かった。

•
• 質問３「子どもの聴覚障害を両親に説明するのは、どのような方法が最も良いと思いましたか？」。こ
の問には，８２％が「情熱があり事情が良くわかる正直なオーディオジストが行うべきだ」と答えた。

• 質問４「子どもの聴覚障害を誰が両親に説明すべきだと思いますか？」。質問３と同じような質問であ
るので，回答はやはり「聴覚訓練士または聴覚訓練士を含むチーム」という回答が最も多かった。

• 質問５「あなたは子どもの聴覚障害の発見がされたことで、何がもっとも大きな援助だと思いました
か？」。この回答には，６１％が「聴覚障害児を持つ他の親と接触をもつこと」と答え，４６％は「特
に教育と方法論に関する偏見のない情報の提供」，２６％は「気持ちのこもったサポートや援助」と答
えた。



Minimal sorineural hearing lossの定義
• 1994年から、2005年までの調査によれば、両側難
聴の新生児は、１０００人に０．３６人から、１．
３人

• 片側難聴の新生児は、１０００人に０．８人から２．
７人

• 聴覚障害を持つ生徒、１２１８人中、両側難聴と片
側難聴の生徒は全体の５．４％、つまり20人に１人
がMSHL

• →軽度難聴であっても、学校の騒音内や、遠くから
の音を聞く努力をし、聞き取るのが大変であったり、
疲れさせていたりしている生徒が存在している



重度難聴者のための教育
• ２/３の聴覚障害をもつ生徒が、重度難聴（中等
度、重度、深刻）である。

• →音情報の到達も怪しいため、発声スキルの機
能の発展も怪しい。ボキャブラリーの発展も遅
くなってしまう。（ヨシナガイタノ1986年）



重度聴覚障害者向けの⾔葉の要素の教
育
①意味論の指導
言葉の意味と関係の教育を行う。
②構文法の指導
ある言語において、文章を構成するに必要な規則
を指導すること

③形態学
言葉の節々、意味や第三者の言葉の表現、現在進
行形、過去形、過去の出来事を伝えるための指
導

④言語使用の方法の指導



聴覚障害によるハンデキャップ
• (1993.schildroth and Hotto)では、３才の聴覚障
害をもつ子供たちがの３８％が、ハンデキャッ
プが現れだしている。

• ２００５年の調査では、聴覚障害をもつ学生の
４２．４％がハンデキャップを持っていると統
計で出ている。

• →早期治療介入の重要性



早期治療
• 生後１ヶ月で聴覚検査を行い、３ヶ月で疾患を検証し、
６ヶ月で必要な早期治療をはじめる。

• 乳幼児に対する聴覚訓練士の役割
• スクリーニングの現場に立ち会い，スクリーニング結果
の再検討を行ったり，データの追跡や管理の補助をし，
精密検査前の再スクリーニングに立ち会い，スクリーニ
ングの流れについて家族に説明することが求められる。

• さらに，スクリーニングおよびその後のフォローアップ
の流れについて家族に説明し，必要に応じて他の専門家
に紹介したり，聴覚障害、ハビリテーション、教育に関
する地域の情報を家族に提供する責任を負う。



早期治療
• 病理判定では，ＡＢＲや，TEOAE／DPOAE（耳音響放
射）や，ティンパノメトリ、耳小骨筋反射，聴性行動反
応観察を行い，報告書を作成する責任を負う。（一側性
難聴）Auditory dys-synchrony/neuropathyに対する対処
も行っている。

• 「医学的評価や他のサービスへの紹介」として，耳鼻科
医に対して，補聴器装用について医学的な問題の有無に
ついて照会し，必要に応じて，遺伝相談，眼科医等にも
子どもを紹介する。次に早期教育のサービス機関や経済
的なサポートを提供する機関，親の会を照会する。

•



早期治療
• 聴覚訓練士の役割として，「補聴器装用指導」が求
められている。

• 「米国聴覚学会小児補聴プロトコル」（AAA 
Pediatric Amplification Protocol ; 2002)では，補聴
器適応についてのガイドラインを新たに発表した。
これによると，補聴器適用は「２０ｄＢ以上の両側
難聴」に行うこととし，特例として，一側性難聴／
Auditory dys-synchrony/neuropathy／非常に軽度な
難聴などをあげている。



親を中⼼とした早期治療介⼊
• 家族とのコミュニケーション
• コラボレーション
• 家族とともに働きかける
• 治療プランの発展
• 人工内耳など機器の調整
• 聴覚機能を最大限に高める



リハビリテーションの⽬標
• 評価結果に基づいて設定すること
• 家族が子どもが持っている価値観や考えを重視する
こと

• 頻繁に見直しを行うこと（６ヶ月ごとに見直しをす
る）

• 家族が様々な情報源に触れられるよう配慮すること
（特に他の聴覚障害児を持つ親や成人聾者と接する
こと）

•



3~5歳の幼児教育
• 早期介入として、両親に様々な学校の所在地を
教え、入学した際には、子供の立場にたった学
術的な能力の説明を行う。

• 親へのカウンセリングと、教育トレーニングも
行う。



幼稚園の教育プログラムの考慮
• 教室にいる生徒の数
• 聴覚障害を持った生徒の数
• 大人と子供の割合
• 教室内の子供たち同士のコミュニケーションの近づ
き

• 言語病理医師、聴覚訓練士、職業療法士、心理学者
によるサポート

• 両親のサポート
• 理想的な音環境
• 学校と家の間でのコミュニケーション
• 日々家族は幼稚園の活動に関わること



聴覚訓練⼠による親へのカウンセリン
グ・トレーニング
• ３歳未満の聴覚障害の子供をもつ親に対して、カウンセリング・フォロー
は重要である。

• 親のニーズを確認し、家族が適切なサービス提供者を見つけられるよう援
助すること。

• 親の会の設立を援助すること。
• 病理、コミュニケーション、補聴機器、教育などの選択枝について、偏り
のない情報を提供すること。（DVD、ビデオなど）

• 家族が選択したコミュニケーション、補聴機器、教育について地域で適切
サービスが受けられるところを紹介するといった作業をこなすべきであ
る。

• 基本的には，早期教育のプロセスを進めていくのは「親」であると考えて
いる。

• 早期教育は、専門家と親との信頼関係の上に成り立っていく。信頼とは、
親、親の価値観、親の文化を尊重するという基本前提の上に成り立つもの
である。

•



聴覚訓練⼠による親へのカウンセリン
グ・トレーニング

• 「家族との連携」を保つためには，いくつかの配慮が必要である。専門家は常に前向きな
姿勢を持ちつづけること，お互いに尊重しあうことが信頼を気付くこと。そのためには，
連携、役割、責任について相互に期待していることを明らかにしておくことが役立つかも
しれないとされる。

• 家族と「効果的なコミュニケーション」をするためには，相手は何を言わんとしているの
か？をじっくりと聴くこと。

• 情報は文書化して渡すこと。はっきりと、オープンに、正直に話すこと。
• 時に電話でフォローすることも。

• 情報として，家族の識字能力，診断されたばかりの家族なのか、家族は診断を受け入れて
いるのか，文化的な問題や家族構成なども知っておくことが望まれる。

• 接するときは，自分の持っている偏見はとりあえず考えないこと。家族に時間を与えるこ
と。家族が事態に対処する際、自信をもって適切に処理していけるよう援助、助言すると
いう立場を取ることなども注意する。



聴覚訓練⼠による親へのカウンセリン
グ・トレーニング
• 補聴器の使用指導
• 補聴器装用指導の場面には，家族、養育者、子どもに加え、早期教
育担当者、聾教育担当者にも参加してもらうことが必要である。

• 指導は，実際にやってみる＝デモンストレーション、話し合い、情
報を文書化したもの、ビデオなど様々なモードで行うことが必要で
ある。家族および子どもの課題達成能力によって、複数回の指導を
行っている。

• 主な「補聴器装用指導の内容」は、補聴器の日常的なケア／様々な
活用例の紹介／装着方法／取り外し方法／夜間の保管方法／電池の
挿入や取り出し方／電池の寿命や保管方法と処分方法／基本的な故
障時の対応／電話とのカップリング／補聴援助機器との接続法と使
用方法などである

•



教育現場が必要とされること

• 宿泊舎のある学校では、つねに聴覚障害の生徒
の数と多くの教師が必要である。（大学など）

• 聴覚障害をもつ生徒のための教育プログラムに
関連した場所、スタッフを学校に貢献させる。
子供たちは１週間に選択した時間の教育プログ
ラムを受けるようにする。

• そのプログラムは聴覚障害をもつ生徒達のため
だけの授業である。



FAPI（聴能評価法）
• (2004年Stedler-Brown、A Johnson)ＦＡＰＩ（聴能評価法）は，聴覚障害
児の聴覚活用能力についての評価であり，親やセラピスト，療育者，教師
によって作成された。この評価リストは聴覚活用能力を段階的に配列し，
７つのカテゴリーから作られている。その７つのカテゴリーとは，

•
１．音への気づき、音に即座に気づくかどうか

• ２．音の意味、音に注意を払い，音源がわかるかどうか。
• ３．聴覚的フィードバック、聴いた音をモニターできるかどうか。
• ４．音の推測と理解、音を探し，音源が何かわかるかどうか。
• ５．音の弁別、難聴児が身の回りのいろいろな音や声を区別できるかどう
か。ことばと，そうでない音を区別できるかどうか。

• ６．短い語句の記憶：単語や句を聴いて，復唱できるかどうか。
• ７．言語活用：言語力で聴覚的な情報（聞こえない部分）を補えるかどう
か。

•



FAPI（聴能評価法）
• この評価リストの中では，難聴児の聴覚活用能力が，段階的に組み立てられ，一般化され
ている。それぞれのカテゴリーの中でも同様に段階的になっている。

• 始めに，行動をチェックリストに記録するようになっている。この評価表の基盤は，聴覚
活用能力を引き上げ，その到達点がわかることである。７つのカテゴリーが段階的になっ
ているのことで，到達過程の途中が整理され，いろいろな能力について指導しやすく，聴
覚活用能力の育成に統合的にアプローチすることができる。

• ①聴覚刺激に対する反応は，視覚的な合図を伴うものと，音だけのものに対する反応に
区別することができる。

• ②聴覚刺激刺激に対する反応には，子どもの身近なものに対する反応と日常的でないも
のに対する反応がある。

• ③聴覚刺激に対する反応には，うるさい状況でのものと，静かな部屋でのものとがある。
• ④聴覚刺激に対する反応には，子どもが聴いたことに即座に反応する場合と，ゆっくり
自然に反応がある。

•



FAPI（聴能評価法）
• 評価の手順
•
１．各能力は，いろいろな方法で評価する。ある定められた刺激に対する子どもの反応を
直接観察することも必要である。その他の状況における子どもの様子について，親から情
報を集めることも必要である。そして，評価表に記録して評価する。「観察と評価」のと
ころでは，子どもの能力の状態について情報を集めることができる。

•
２．関係のある４つの得点パラダイムが示されている。各能力をチェックし，評価し，ラ
ンク付けをすることができる。その基準は，次の通りである。

• ａ．その能力がまだ現れない
• ｂ．その能力が現れている
• ｃ．その能力の獲得過程である
• ｄ．その能力を獲得している
• 各能力は，ランク付けでき，次に獲得すべきレベルがチェックリストでわかる。
•



コミュニケーション⽅法
• 家族に偏りのない情報を提供することが最も重要である。
• 専門家は、十分に説明を行い，その情報に基づき，子どもと
家族自身が選択できる環境を用意することが必要である。
• その上で，各児の「コミュニケーション・プラン」を作成す
る。
• 「コミュニケーション・プラン」は，一旦決定した後でも、
いつでも変更することができるものと，とらえている。コ
ミュニケーション方法の選択は継続的なプロセスであり、柔
軟で変更が可能なものである。

• このことは，早期発見は，コミュニケーション方法の選択に
とっても好都合であることがわかる，つまり、早期発見に
よって，家族は様々なコミュニケーション方法を試す時間が
得られる



コミュニケーション
• 家族が早期より、視覚音声と、ジャスチャー、
指文字、ASL（伝統的手話）、単感覚表現（聴
覚、スピーチ）の使い分けをすることによっ
て、コミュニケーションがはかどる。聴覚訓練
士は子供のコミュニケーションをもとに、コ
ミュミケーションを有効にするサポートが必要
である。



スピーチ
• 声の大きさ
• 一つ以上の言語音に及ぶ言語の特徴に関係する
アクセント、速さ、持続時間

• 音声上の母音、子音、子音の混ざり合いの羅列
• 母音と子音の組み合わせの正確さの分析が実際
の文章に使われているか

• すべての発声が子供によるものか



様々な試み
• 聴覚障害児のためのコミュニケーションには諸方法がある。
• ①ＡＳＬ（アメリカ手話）を第一言語とし，英語を第二言語とするバイリンガル／バイカルチュアル思考。
• ②聴覚（単感覚）法（Ａｕｄｉｔｏｒｙ－Ｖｅｒｂａｌ法）
• ③キュードスピーチ法
• ④聴覚口話法（Ａｕｄｉｔｏｒｙ／Ｏｒａ法ｌ）
• ⑤トータルコミュニケーション法

• ＡＳＬ（アメリカ手話）を第一言語とし，英語を第二言語とするバイリンガル／バイカルチュアル思考（Ｂｉ―Ｂｉアプローチ）では，アメリカと
カナダのろう者の視覚言語が使用され，英語は第二言語として学ぶという方法をとる。この方法では，ろう者のコミュニティへの同化が図られる。

• 聴覚法（Ａｕｄｉｔｏｒｙ－Ｖｅｒｂａｌ法）は，最新の補聴技術を駆使した保有聴力の活用によって聴くこと・話しことば・言語の発達をめざす
方法で，健聴者のコミュニティへの同化を図る。

• キュードスピーチ法は，話しことばを視覚的に表出する方法で，読話にそってキューサインを使用する。健聴者のコミュニティへの同化を図る。

• 聴覚口話法（Ａｕｄｉｔｏｒｙ／Ｏｒａｌ法）は，読話を併用しながら補聴技術を駆使した保有聴力の活用によって聴くこと・話しことば・言語の
発達をめざす方法で，健聴者のコミュニティへの同化を図る。

• トータルコミュニケーション法は，口話，手指サインの体系，読話，指文字，保有聴力，さらにはキュードスピーチをも併用する健聴者，ろう者の
コミュニティのどちらにも参加できることを考えた方法である。

• (なお、聴能、口話、手話、指文字などの諸手段を、アメリカではモード(mode)という用語を多く用いているという。日本では、メディア(media)
という用語の方が普及している。)

•


